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行 政 か ら の お 知 ら せ
I n f o r m a t i o n

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
医
療
給
付
費

分
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
、
介
護
納
付

金
分（　

歳
か
ら　

歳
ま
で
の
方
が
対
象
）

４０

６４

に
分
け
て
賦
課
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
、
介
護
が
必
要
に
な
っ
た
と

き
の
介
護
費
用
の
支
払
に
あ
て
る
介
護
納

付
金
分
の
上
限
額
が
、
国
の
法
令
改
正
に

よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
９
万
円
か
ら
平
成　
２１

年
度
以
降
は　

万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま

１０

し
た
。
な
お
、
医
療
給
付
分
、
後
期
高
齢

者
支
援
金
分
は
、
据
え
置
き
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　
○
納
税
通
知
書
を
６
月
中
旬
に
各
世
帯
に

　

郵
送
し
ま
す
。

 

【
普
通
徴
収
】

①
納
付
書
で
納
入
さ
れ
る
方
は
、
期
日
ま

　

で
に
金
融
機
関
で
お
支
払
い
く
だ
さ

　

い
。

②
口
座
振
替
の
方
は
、
毎
月　

日
に
口
座

２５

　

か
ら
引
き
落
と
し
ま
す
。

【
特
別
徴
収
】

　

現
在
特
別
徴
収
で
仮
徴
収
（
４
月
・
６

月
・
８
月
）
さ
れ
て
い
る
方
は
、
平
成　
２１

年
度
の
保
険
税
の
決
定
額
か
ら
仮
徴
収
額

を
差
し
引
い
た
金
額
を　

月
・　

月
・
２

１０

１２

月
の
年
金
か
ら
天
引
き
し
ま
す
。

○
納
付
方
法
を
、
年
金
天
引
き
か
ら
口
座

　

振
替
に
、
変
更
希
望
さ
れ
る
方
は
、
保

　

険
年
金
係
窓
口
で
手
続
き
を
お
願
い
し

　

ま
す
。

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

　

①
印
鑑
（
み
と
め
可
）

　

②
口
座
振
替
の
通
帳

　

③
通
帳
の
届
出
印

　

④
保
険
証

■
問
い
合
わ
せ

　

市
民
生
活
課　

保
険
年
金
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎　

－

２
１
５
９

７５

国
民
健
康
保
険
税
の
賦
課
限
度
額
が

引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た

　

社
会
保
険
庁
で
は
、
平
成　

年
４
月
よ

２１

り
、
国
民
年
金
・
厚
生
年
金
の
現
役
加
入

者
の
み
な
さ
ま
に
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」

を
誕
生
月
に
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
で
は
、

斬
こ
れ
ま
で
の
年
金
加
入
期
間
と

　

年
金
加
入
履
歴

斬
加
入
実
績
に
応
じ
た
年
金
見
込
額

斬
こ
れ
ま
で
の
年
金
保
険
料
の
納
付
額

斬
月
ご
と
の
年
金
保
険
料
の
納
付
状
況

　

な
ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※
共
済
組
合
員
記
録
に
か
か
る
情
報
は
当

　

分
の
間
、
送
付
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
に
よ
り
年
金
記

録
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、
年
金
記
録
に

「
も
れ
」
や
「
誤
り
」
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
同
封
の
回
答
票
に
て
、
ご
回
答
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

　

み
な
さ
ま
の
大
切
な
年
金
記
録
を
正
し

い
も
の
に
す
る
た
め
、
「
ね
ん
き
ん
定
期

便
」
に
よ
る
年
金
記
録
の
確
認
に
、
み
な

さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
○
相
談
窓
口
を
設
置
し
ま
す
。

　　

毎
月
第
１
・
第
３
水
曜
日
に
実
施
し
て

い
る
出
張
相
談
窓
口
開
設
時
に
、
社
会
保

険
労
務
士
に
よ
る
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」

お
よ
び
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
に
関
す
る

無
料
相
談
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

相
談
ご
希
望
の
方
は
、
お
手
元
に
届
い

た
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
「
ね
ん
き
ん
特

別
便
」
を
ご
持
参
の
う
え
、
市
役
所
内
相

談
所
（
佐
賀
銀
行
多
久
市
役
所
内
派
出
所

横
）
へ
お
こ
し
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

佐
賀
社
会
保
険
事
務
所　

　

☎　

－

４
１
９
１

３１

　

多
久
市　

市
民
生
活
課　

　
　
　
　
　
　
　

保
険
年
金
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎　

－

２
１
５
９

７５

ね
ん
き
ん
定
期
便
を
受
け
取
ら
れ
た
み
な
さ
ま
へ

※
医
療
給
付
費
分
は
、
病
気
や
怪
我

を
し
た
と
き
の
医
療
費
の
支
払
に
あ

て
る
も
の
で
、
後
期
高
齢
者
支
援
金

分
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
医

療
費
へ
各
保
険
者
が
負
担
し
て
拠
出

さ
れ
る
も
の
で
す
。

 
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
 
お
問
い
合
わ
せ
は

 
○
ね
ん
き
ん
定
期
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

察
０
５
７
０－

０
５
８－

５
５
５

　
　
　
　
　
　
　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　

受
付
時
間　

　

月
曜
～
金
曜　

9
時
～　

時
20

　

第
２
土
曜
日　

９
時
～　

時
17


